
   函館市介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金  

交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条 函館市介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金の

交付に関し，函館市補助金等交付規則（昭和６２年函館市則規第４３

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。  

(1) 介護サービス事業所等  以下の事業所等の総称をいい，それらと

一体的に運営されている介護予防事業所ならびに介護予防・日常生

活支援総合事業の指定事業所および介護予防ケアマネジメント事業

所を含むものとする。  

ア 介護サービス事業所  

(ｱ) 通所系サービス事業所  通所介護事業所，地域密着型通所介  

護事業所，療養通所介護事業所，認知症対応型通所介護事業所，  

通所リハビリテーション事業所，小規模多機能型居宅介護事業

所および看護小規模多機能型居宅介護事業所（通いサービスに

限る。）  

(ｲ) 短期入所系サービス事業所  短期入所生活介護事業所，短期

入所療養介護事業所，小規模多機能型居宅介護事業所および看

護小規模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービスに限る。）な

らびに認知症対応型共同生活介護事業所（短期利用認知症対応

型共同生活介護に限る。）  

(ｳ) 訪問系サービス事業所  訪問介護事業所，訪問入浴介護事業

所，訪問看護事業所，訪問リハビリテーション事業所，定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所，夜間対応型訪問介護事業

所，小規模多機能型居宅介護事業所および看護小規模多機能型



居宅介護事業所（訪問サービスに限る。）ならびに居宅介護支

援事業所，福祉用具貸与事業所および居宅療養管理指導事業所  

イ 介護施設等  介護老人福祉施設，地域密着型介護老人福祉施設，   

介護老人保健施設，介護医療院，介護療養型医療施設，認知症対

応型共同生活介護事業所（短期利用認知症対応型共同生活介護を

除く。），養護老人ホーム，軽費老人ホーム，有料老人ホームお

よびサービス付き高齢者向け住宅をいう。  

(2) 障害福祉サービス等事業所  以下の事業所等の総称をいう。  

ア 通所系サービス事業所  生活介護，自立訓練（機能訓練），自

立訓練(生活訓練 )，就労移行支援，就労継続支援Ａ型，就労継続

支援Ｂ型，児童発達支援，医療型児童発達支援，放課後等デイサ

ービス 

  イ 障害者支援施設等  障害者支援施設，共同生活援助  

  ウ 訪問系サービス事業所  居宅介護，重度訪問介護，行動援護，  

同行援護，就労定着支援，自立生活援助，保育所等訪問支援  

  エ 相談支援事業所  計画相談支援，障害児相談支援，地域移行支    

援，地域定着支援  

 （交付対象者）  

第３条 事業に係る補助金の交付対象者は，前条第１号および第２号に

定める事業所等を運営する法人とする。  

（補助金の交付対象事業）  

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，令和５年度新型コロナウイ

ルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制

確保事業実施要綱（令和５年３月２８日付老発０３２８第３号厚生労

働省老健局長通知，最終改正令和５年９月２６日付老発０９２６第２

号厚生労働省老健局長通知）および新型コロナウイルス感染症に係る

障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業（令和４年

度第二次補正予算分）実施要綱（令和４年１２月１６日付障発 1 2 1 6 

第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知，一部改正令和

５年５月８日付障発０５０８第４号社会・援護局障害保健福祉部長通



知）に基づく，次に掲げる事業をいう。  

(1) 介護サービス事業所等における緊急時介護人材確保・職場環境復

旧等支援事業  

(2) 障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業  

(3) 障害福祉サービス等事業所との協力支援事業  

（補助金の額）  

第５条 事業に係る補助金の額は，別表１の補助金算定表の種目ごとに

同表に基づき算定される補助対象経費の実支出額と，別表２－１およ

び別表２－２の基準単価表に定める補助限度額のいずれか少ない額（

１，０００円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）に補助

率を乗じて得た額とし，予算の範囲内で交付するものとする。  

（事業に係る補助金の交付申請）  

第６条 事業に係る補助金の交付申請は，規則第７条に規定する申請書

に，次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 事業実績書（共通第２号様式）  

(2) 補助金等交付申請額算出調書（別記第１号様式）  

(3) 積算内訳表（別記第２号様式）  

(4) その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付決定等）  

第７条 前条の交付申請があったときは，その内容を審査し，規則第８

条に規定する補助金の交付決定および規則第１８条に規定する補助金

の額の確定を同時に行い，補助事業者に通知するものとする。  

２ 前項の通知書には，規則第９条第１項各号に掲げる条件のほか，同

条第２項の規定に基づき必要と認める条件を付すものとする。  

（事業の変更等の申請）  

第８条 規則第９条第１項の規定により交付決定に付された条件に基づ

く変更，中止等の申請は，交付決定変更承認申請書を提出しなければ

ならない。  

 （仕入控除税額の報告等）  

第９条 補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補



助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税お

よび地方消費税相当額のうち消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金

額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率

を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）が確定した場合（消費税等仕入控除税額が０円の場合も含

む。）は，別記第３号様式の報告書によりその金額を速やかに市長に

報告するとともに，当該金額を市に納付しなければならない。  

（委任）  

第10条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項  

は，別に定める。  

   附 則  

 この要綱は，令和２年６月１０日から施行し，同年１月１５日以降の

実施に係る第４条各号に掲げる事業について適用する。  

   附 則  

 この要綱は，令和３年１２月２７日から施行し，令和３年４月１日以

降の実施に係る第４条各号に掲げる事業について適用する。  

   附 則  

 この要綱は，令和４年９月１６日から施行し，令和４年４月１日以降

の実施に係る第４条各号に掲げる事業について適用する。  

附 則 

 この要綱は，令和５年１月１２日から施行し，令和４年４月１日以降

の実施に係る第４条各号に掲げる事業について適用する。  

附 則 

 この要綱は，令和６年１月２６日から施行し，令和５年４月１日以降

の実施に係る第４条各号に掲げる事業について適用する。  

  



別表１ 

補 助 金 算 定 表          

１ 種 目  ２ 補 助 基 準 額       ３ 補助対象経費  

(1) 介護サービス

事業所等におけ

る緊急時介護人

材確保・職場環

境復旧等支援事

業 

(2) 障害福祉サー

ビス等事業所の

サービス継続支

援事業 

(3) 障害福祉サー

ビス等事業所と

の協力支援事業  

別表２－１および

２－２に定める事

業所・施設等の種

別ごとの基準単価

による。  

 

 

 

 

当該事業の実施に必要な報

酬，給与，報償費，職員手

当等，共済費，旅費 , 役務

費，使用料および賃借料 , 

委託料，需用費，備品購入

費，負担金，補助金および

交付金，その他市長が認め

る費用  

  



別記第３号様式（第１１条関係）  

年  月  日  

函館市長           様  

 

住 所 

補助事業者  法人名  

代表者名           印  

 

年度消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書  

 

年  月   日函   交付決定を受けた      年度介護サ

ービス事業所等継続支援事業費補助金に係る消費税および地方消費税に

係る仕入控除税額について，次のとおり報告します。  

 

１ 施設の種類および名称  

 

 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号）第１５条の規定による確定額または事業実績報告による

精算額 

金                円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税および地方消費

税に係る仕入控除税額（要補助金等返還相当額）  

金                円 

 

４ 添付資料  

３の消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳を確認

するための書類（確定申告書の写し，課税売上割合等が把握できる書

類，特定収入の割合を確認できる資料）  


